
 

 

 

 

■ 江田島市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画とは ■ 

  

○「高齢者福祉計画」とは，65 歳以上の全ての高齢者を対象とした，生きがいづくりや

日常生活の支援など，保健・福祉事業の取組に関する計画です。 

○「介護保険事業計画」とは，要介護認定者等が，住み慣れた家庭や地域において，介護

保険サービスを適切に選択し，自立した生活を送ることができるよう，必要なサービス

に関する今後３年間の整備目標等を取りまとめる計画です。 

○「江田島市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（本計画）」は「老人福祉法」の

規定に基づく「老人福祉計画」（本市においては「高齢者福祉計画」）と「介護保険法」

の規定に基づく「介護保険事業計画」を根拠としており，双方の調和が保つため一体的

に策定するものです。 

 

■ 本市における計画の位置付け ■ 

○本計画は，国の「地域共生社会の実現」に向けた考え方や方針等を踏まえ，本市の上位計

画である「第２次江田島市総合計画」や福祉部門の上位計画である「江田島市地域福祉計

画」における施策の方向性に基づいて策定するとともに，分野別福祉計画や関連する他の

部門計画との整合にも配慮するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「江田島市地域福祉計画」に含む。 

■ 計画の期間 ■ 

○本計画の期間は令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間です。 

 

■ 計画の策定体制 ■ 

○「江田島市保健福祉審議会 高齢者福祉部会・介護保険部会」における審議，また，本市

在住の 65 歳以上の市民や要介護者等及び介護支援専門員を対象としたアンケート調査，

さらに，パブリックコメントによる市民意見を反映して策定しています。 

 

 

 

第２次江田島市総合計画「協働と交流で創り出す恵み多き島えたじま」 

江田島市地域福祉計画「“お互いさま”でつながる 新たなえたじまコミュニティ」 

一人ひとりが自分らしく輝き共に生きるまち・江田島 

分野別福祉計画 

・高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

（本計画） 

・障害福祉計画 

・障害児福祉計画 

・障害者計画 

・子ども・子育て支援 

事業計画 

 

・健康江田島２１計画 

・自殺対策計画※ 

 

基本施策 基本理念 基本目標 施策の展開  

 

 【１】地域包括ケアシステムの

推進 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

２ 在宅医療・介護連携の推進 

３ 地域ケア会議の推進 

４ 地域における見守りネットワークの構築 

５ 介護人材の確保及び資質の向上 

【２】認知症対策の推進 

【４】介護予防と健康づくりの

推進（いきいき大作戦） 

【５】安心して暮らせるまちづくり

の推進 

【６】介護保険事業の充実と円

滑な運営 

【７】利用者本位の介護サービ

スの提供 
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１ 認知症に対する理解の促進 

２ 認知症の予防とケア対策の推進 

３ 家族介護者への支援 

４ 地域で見守る体制づくり 

１ 社会参加による介護予防と生きがいづくり 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

３ 一般介護予防事業の推進 

４ 生涯を通じた健康づくりの推進 

５ 地域の担い手づくり 

１ 生活支援サービスの充実 

２ 安心して暮らせる住まいの確保 

３ 安心・安全な生活環境づくり 

４ 誰もが暮らしやすい福祉のまちづくり 

１ 自立支援に向けたケアマネジメントの推進 

２ 制度の適正・円滑な運営 

１ 介護保険サービス等の着実な提供 

２ 介護保険事業に係る給付見込み 

３ 介護保険事業に係る費用の見込み等 

【３】権利擁護の推進 １ 虐待の防止と早期発見 

２ 権利擁護の推進 
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■ 施策体系 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●支え合い・助け合いの意識の醸成 

●住民の気づきによる早期発見 

●「我が事」意識による課題解決に向けた取組 

●公的福祉だけではなく，地域に暮らす人た

ちが共に支え合い，課題を解決する力を再

構築しようという取組です。 

●困った人の問題を「我が事」として受け止

める，気付きの体制を作ります。 

●地域だけで解決できない問題は，行政（市）

につなげます。 

●行政も縦割りをなくし，あらゆる分野の連携

（ネットワーク）により，個別の課題を「丸ごと」

受け止め，解決に向けた体制を整えます。 

高齢者 障害者 

子ども 

住まい 

雇用 

医療 

保健 
丸ごと受け止め！ 

【包括的支援体制の構築】 
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●地域共生社会とは，制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域

の多様な主体が『我が事』として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで，

住民一人一人の暮らしと生きがい，地域をともに創っていく社会，とされています。 

権利擁護 

地域共生社会とは 


